
傍聴してみませんか

用語を理解して議会をもっと身近に！ インターネット中継のお知らせ

編 集 後 記
　令和４年第１回滝川市議会定例会
開催予定日をお知らせします。 　約140年ぶりの成年に関する民法の規定の改

正により、ことしの４月から成年年齢が引き下
げられ、18歳から親権に服さず、単独で契約を
締結できるようになります。
　この改正は、18歳、19歳の若者がみずからの
判断によって、人生を選択することができる環
境を整備するとともに、その積極的な社会参加
を促し、社会を活力あるものにする意義を有す
るものと考えられているそうです。
　今回の特集で短大生と意見交換会を行いまし
たが、真剣なまなざしで積極的に意見を語る姿
勢を見て将来への頼もしさを感じました。
　私たちも若い世代に負けないよう活動してい
きたいと思います。
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　滝川市議会では議会改革の一環として、より

多くの市民の皆さんに本会議を見ていただける

よう、YouTube（ユーチューブ）により会議の

様子をインターネット上で配信します。視聴さ

れる場合は、「滝川市議会YouTubeチャンネル」

をクリックしてください。

　なお、本会議開催中の場合は、滝川市議会

YouTubeチャンネル内でライブ中継が配信され

ます。また、過去の配信映像も同チャンネル内

でご覧いただけますのでご利用ください。

■一部事務組合（Ｐ５）
　普通地方公共団体が連携して、共同で行政
サービスの一部を処理するために設ける特別
地方公共団体のことです。
　ごみの処分を担う中・北空知廃棄物処理広
域連合や、救急搬送や消火活動を行う滝川地
区広域消防事務組合、生活に不可欠な安全な
飲水を供給する中空知広域水道企業団などが
あります。

訃報について
　３期10年余りにわたり、
市議会議員として務められ
た渡邊龍之議員が、令和３
年10月18日にご逝去されま
した。
　謹んで故人のご冥福をお
祈りいたします。

　開催日は変更する場合がありますので、傍
聴の際は日程を確認してください。

※矢印は会期を示します。
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なるほど、そうなんだ
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